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【改訂の概要】 

改 訂 の あ ら ま し 該当頁 

 
Ⅰ 労働安全衛生法関係法令 
１ 労働安全衛生法 

２ 労働衛生関係主要条項 

・ 労働安全衛生法施行令の改正に伴う条文の修正・追加 

安衛令第 6 条 

安衛令第 21 条 

安衛令第 22 条 

・ 労働安全衛生規則の改正に伴う条文の修正・追加 

安衛則第 677 条 

安衛則第 36 条 

安衛則第 52 条の 8 の次に附則を追加 

 

２ 労働安全衛生法関係厚生労働省令 

 １ 労働安全衛生規則（第３編） 

・ 最終改正の日付を修正 

・ ４の「（９）便所（第 628 条）」の記述を修正 

・ ４に「（10）独立個室型の便所の特例（第 628 条の 2）」を追加 

・ ６の「（２）救急用具の内容（第 634 条）」の記述を修正 

２ 事務所衛生基準規則 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯、「１ 第１章 総則関係」の記述を修正 

・ 「事務所の衛生基準一覧」の表の「照度」及び「便所」の記述を修正 

・ ２の「（10）照度等（第 10 条）」の記述を修正 

 

付録  

５ 派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担 

・ 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の改正に基づき修正 

 

Ⅱ 労働基準法 
１ 制定の趣旨及び改正の経緯 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯の記述を修正 

・ 労働基準法の改正に伴う条文の修正・追加 

    労基法第 109 条 

労基法第 114 条、第 115 条 

労基法第 139 条～第 142 条 

・労働基準法施行規則の改正に伴う条文の修正・追加 

  労基則第 17 条 

労基則第 24 条の 2の 2 

 

参考 ・以下について、改正に基づき修正 

２ 過重労働による健康障害防止のための総合対策(抄) 

    ４ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針（抄） 

 

※ その他、各項目において、最新の法令等に対応し所要の修正を行うとともに、表記、

字句の整理を行った。 
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